
令和８年第１回宝塚市議会定例会提出議案に係る参考（第２次送付分） 

議案第 ４４ 号  宝塚市公平委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

 

  

 



議案第４４号 

   宝塚市公平委員会の委員選任につき同意を求めることについて 

宝塚市公平委員会の委員に選任しようとする者 

住 所  あああああああああああああああああ 

氏 名  髙 橋 敦 裕 

生年月日  ああああああああああああ 

学  歴    ああああああああああ 

あああああああああああああああああああああああああああ 

ああああああああああああああああああああああああ 

あああああああああああああああああああああああああああああああ 

職  歴   平成12年 3月  司法制度改革審議会第1回地方公聴会公述人 

平成18年 4月  県立長崎シーボルト大学国際情報学部講師 

平成21年 4月  甲南大学法科大学院准教授 

平成25年 4月  甲南大学法科大学院教授 

平成28年 4月  川西市行政不服審査会委員 

              現在に至る。 

      平成29年 4月  関西学院大学大学院司法研究科教授 

              現在に至る。 

平成30年 4月  京都大学法科大学院非常勤講師 

令和 2年10月  大阪府情報公開審査会会長 

令和 3年 2月  日弁連法務研究財団法科大学院認証評価委員会委員 

              現在に至る。 

令和 3年 7月  オンブズ・カンテレ委員会委員 

              現在に至る。 

令和 3年10月  川西市個人情報保護審議会会長 

令和 4年 5月  大阪府個人情報保護審議会会長 

      令和 4年 7月  共通到達度確認試験憲法作問主任 

      令和 5年 4月  神戸市個人情報保護審査会会長 

              現在に至る。 

      令和 6年 4月  大阪市行政不服審査会会長 

              現在に至る。 

               滋賀県公文書管理・情報公開・個人情報保護審議会会長 

              現在に至る。 

      令和 6年 9月  明石市自治基本条例市民検証会議副会長 

              現在に至る。 

令和 7年 4月  神戸大学法科大学院非常勤講師 

              現在に至る。 

令和 7年11月  大阪府包括外部監査人選定委員会委員長代理 

現在に至る。 

 

      地方公務員法(抜粋) 

(人事委員会又は公平委員会の委員) 

第9条の2 人事委員会又は公平委員会は、3人の委員をもつて組織する。 

2 委員は、人格が高潔で、地方自治の本旨及び民主的で能率的な事務の処理に理解があり、か

つ、人事行政に関し識見を有する者のうちから、議会の同意を得て、地方公共団体の長が選任

する。 

3～12 （略） 

 

※個人情報等の保護のため一部マスキングしています。 
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